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〇社会福祉法人広島県福祉事業団評議員及び役員に対する報酬及び費用弁償規程 

 

 社会福祉法人広島県福祉事業団役員に対する報酬及び費用弁償規程（昭和４６年９

月２０日通知第３０３号）の全部を改正する。 

 

    沿 革  １ 平成19年３月22日 平成19年規程第3号改正 

２ 平成24年３月23日 改正 

         ３ 平成26年３月27日 改正 

         ４ 平成28年３月23日 改正 

         ５ 平成29年７月１日 改正 

 

（趣旨） 

第１条 社会福祉法人広島県福祉事業団（以下「事業団という。」）定款第８条及び

第２２条の規定に基づく評議員及び役員（理事，監事）（以下「役員等」という。）

の報酬等の支給の基準，費用弁償の額並びにその支給方法については，この規程の

定めるところによる。 

（報酬及び期末手当） 

第２条 役員等には報酬を支給する。ただし，広島県職員である者及び事業団の常勤

職員として職員給与を受給している者には支給しない。 

２ 報酬の額は，次の各号に定めるとおりとする。ただし，特に必要がある場合は，

第１号に掲げる額に，１,０００,０００円を加算した額の範囲内で定めることがで

きる。 

(1) 常勤の役員 

ア 理事長及び副理事長 年額７,５００,０００円以下 

イ  常務理事           年額６,５００,０００円以下 

 (2) 評議員及び非常勤の役員 別表に定める額 

３ 常勤の役員報酬は，月額報酬と期末手当に区分して支給できるものとし，月額報

酬及び期末手当の額は，理事会が定めるものとする。 

４ 理事が事業団の非常勤職員として勤務したときは，役員報酬及び当該職員として

の報酬を併給することができる。 

 （費用弁償） 

第３条 役員等が評議員会及び理事会に出席するため旅行したとき又はその他の職務

のため旅行したときに，費用弁償として旅費を支給する。 

２ 前項の規定により支給する旅費の額は，職員の例による。 

３ 第１項の旅費は，役員等の居住地（常勤の役員及び事業団の職員については事業

団における勤務地とし，広島県職員については当該勤務地とする。）から計算する。 

４ 常勤の役員には費用弁償として通勤手当を支給することができる。 

５ 前項の規定により支給する通勤手当の額は，職員の例による。 

（支給方法） 

第４条 この規程に定めるものを除くほか，常勤の役員の報酬，期末手当及び費用弁

償の支給方法については，職員の例による。 

２ 評議員及び非常勤の役員の報酬及び費用弁償は，評議員会及び理事会への出席又

はその他の職務の都度，支給する。 

３ 前２項の規定による支給に当たっては，本人の指定する本人名義の金融機関口座

に振り込むこととする。  
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（報酬の日割計算） 

第５条 新たに常勤の役員に就任した者には，その日から報酬を支給する。 

２ 常勤の役員が退任し，又は解任された場合は，前日までの報酬を支給する。 

３ 前２項の場合における報酬の額については，その月の現日数から週休日を差し引

いた日数を基礎として，日割によって計算する。 

４ 前項の規定にかかわらず，常勤の役員が死亡により退任した場合には，その月ま

での報酬を支給する。 

（端数の処理） 

第６条 この規程により，計算金額に１円未満の端数が生じたときは，次のとおり端

数処理を行う。 

(1) ５０銭未満の端数については，これを切り捨てる。 

(2) ５０銭以上１円未満の端数を生じたときは，これを１円に切り上げる。 

（公表） 

第７条 事業団は，この規程をもって，社会福祉法第５９条の２第１項第２号に定め

る報酬等の支給の基準として公表する。 

（改廃） 

第８条 この規程の改廃は，評議員会の承認を受けて行う。 

（補則） 

第９条 この規程の実施に関し必要な事項は，理事長が理事会の決議を経て，別に定

めることとする。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規程は，平成１９年４月１日から施行する。 

（広島県福祉事業団役員に対する報酬及び費用弁償規程の廃止） 

２ 広島県福祉事業団役員に対する報酬及び費用弁償規程（昭和４６年９月２０日通

知第３０３号）は，廃止する。 

   附 則 

（施行期日） 

 この規程は，平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この規程は，平成２９年７月１日から施行する。 

２ 平成２９年４月１日からこの規程の施行日の前日までの間に支給された報酬等は，

改正後の規程による報酬等の内払とみなす。 

 

 別表（評議員及び非常勤の役員の報酬） 

（1）評議員 

        区   分    日 額 

評議員会への出席，その他の職務  １３,０００円 

  （2）理事     

        区   分    日 額 



１００ 

理事会への出席，その他の職務  １３,０００円 

  （3）監事      

             区   分    日 額 

会計監査の実施  ３７,５００円 

業務監査の実施，理事会・評議員会への出席，そ

の他の職務 

 １３,０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


